
一‾岬町告示第１９１号

令和 ７年 １２ 大ｊ ２日

条件 付一 般競 争入 札な告

一戸ぢ長　 小野寺　美

１　 工事概Ｒ

（１ ）　 工事 佑　　 御所野縄ズ博物館 ウッ ドデ ッキ修繕工事

（２）　 工事場所　　 一‾即叭岩館宇御所Ｗ ２番地（御所蒭縄つこ博物館）

（３ ）　 工事 鸚容　　 ・建築工 事　　　　 一式

（４）　 工　　 期　　　８０ 日間

２　 入札予定 日　　 令加 ７年 １２　ｊ　１９　日（金） 午後 ４時 ００分

会場　 岩手 県二 胼郡 一戸 ぢ高 善≒宇大 ＪＩ ＼鉢 ２４ 番地９

一戸Ｆ役場３ 階大会議室

３　 入札参加資格等

（１）一‾い` 叭ちに 圭た る営業所 を有する 者で、令加７ ・８ 年度 ｐｌＴｒ 営建鼈工事請負

資格者名 簿にを録があ り、 朧築一式工事の等級が ３級 の者。

（２）次 に掲 げる 要件 を満 たし てい るこ と。

①　 地方 自治法施行令 （Ｆ１台 和２２年政令第１６号）第 １６７条 の４ 第１ 項の規定に

該肖 しな い者であ るこ と。

②　 を鼈業法 （昭和２４年法律第１００ 号） 第３ 条第 １項 の規定に よる 嵜‾僞を受

けて いる こと。

③　 まま業伍第２７条 の２３第 ２Ｊミ耿 に規定す る経営事項審を（総合評定値をれ得

して いる もの にｍ る。 ）の有効期鶚 （経営事項審をの審ｔを顰日か ら１ 年７

ｊｌ ）を 経■！し てい ない こと。

④　 会社‾ｔ生伍 （平成１４年法律第１５４ 号） にｔづき ‾ｔ生手続開 始の 中立がな

されてい る者又は只事再生法（平成 １１ 年法律第 ２２５号）に基づき再生手続開

始の 申立てが なさ れて いる者（ただ し、 更生手続又は再生手続開始の決定後、

入札 参加 資格 の再 認定 を受 けて いる 場合 を除 く。 ）で ない こと。

⑤　 条件付一般競争入札参加資格確懾申請書のを鴇期ほか ら珮礼の時ま での

期間 に、 次の いず れか に該 肖し てい ない こと。

ア　 ぢ営嵬鼈工事に係 る指名停止等措置ま市 （平成１５年 １１　１　２５　日常ＩＵ 定。



八下 「措 置」ぶ準 」と いう 。） 八び 県営 建Ｒ 工事 に係 る指名停 止等措置ま

準（平成 ７年 ２Ｊモ１ ９日 岩手 県制 定） にｔづく 指名 停止 又は ニ艾書警告を受

けて いる 者である こと。

イ　 建設 業法 第２８条 第３ 項又 は第 ５項 の規 定に より 対象 工事 に対応す る業

種に つい て岩手県 にお いて 営業 の停止を命ぜ られた者 で、 申請 の目 から

落札 決定 の目 まで の間 にそ の処 分の 期間 が経 るし てい ない 者で ある こと。

⑥　 条件付一般競争入札参加資 格確認申 請書 のを ｍ目 現在 にお いて 措置 ‾嵬準

に基づく 文書警告 を受 けて から １１ を経過し てい るこ と。

⑦　 １に 示し た工 事に ２に 示す入札 口ま でに 雇ｍ して いる 者を 主任技術者と

して 配置 でき るこ と。

⑧　 ぢ税 の滞翕が 無い こと。

⑨　 八下 に定 める 徭出 の義務を 履行 して いな い者 （急 告鼈胝の 義務 がな い者

を除 く。 ）で ない こと。

・せ 康イ宋＝ 険羝 （大 ｊＥ　１１ 年法律第 ７０ 昜） 第４８条 の規 定に よる ｇｍ の義務

・厚生年を保 険法 （［沼手口２９年 缶律 第１ １５ 倚］ 第２７条 の規定に よる ｇｍの

義務

・雇 丿目 保険伍（ ［昭 和４９年法律 第１ １６ 昜］ 第７ 条の 規定 によ る届 出の 義務

４　 照会 先　 郵便番そ ０２ ８－ ５３ １６　 岩手県二 ‾Ｆち一 ‾鈩　ｐｌＴ　岩館字御 所Ｗ ２番ｔ

一‾戸別教育委員会ｔ界遺をｔ　 電話番号 ０１ ９５ －３ ２－２６ ５２

５　 入札説鴉書の 祉付期間 ‾反び祉付場所　 令和 ７年 １２ １２ 日（ 火） から １２ 天１ ９日

（火 ）ま での御所作縄文ぬ 園の 休園 日［ Ｊ］ 曜日 又は ＪＩ 曜日 が祝祭日 の場合は その

回目 。び 下「 休園 目」 とい う。 ）を 除く 毎日 午前 ９時 から ｍ午 まで Ｒび 午後 １時

から午後 ４時まで、４ の場所で交付。

６　 申獵書類　 一戸 ぢ教育参員会ケ界まを氛が祉付する 条件付一般競争入札参加資

措確認申 請書 （ぢ営嵬鼈工事の 請負 契約 にイ奉る 条件付一般競争入札実施要領（平

成２４年一戸ぢ告示第 ９７ 号。 八下 「要 領」 とい う。 ）様式第 ２号）を をけ１す るも

のと する。

７　 申請期ほ八び 申請 書類 のを ｍ場所　 令和 ７年 １２ ヂ］ ２日 （火 ）か ら１２１ ９日

（火 ）ま での 休園 目を 除く 毎日 、午 前９ 時か らｉＥ午 まで八び午後 １時から 午後４

時ま で間 に４ の場所に持参 のう え、 １部 を提 出す るこ とと し、 郵送 によ る提出は

認め ない。



８　 設計 回書 の閲 覧及 び貸 出　 令和 ７年 １２ 力２ 日（ 火） から １２ 大１　１８ 日（ 木）ま

での 休園 日を 除く 毎日 午前 ９時 から ｍ午 まで及び午後 １時 から 午後 ４時 まで 、４

の場 所で 閲覧 ‾反び貸 しｉ しを する 。貸 しｉ しは 、１ 者肖 たり ２時 間八 内と する。

９　 入札 の無 効　 この な告 に示 した 入札 参加 資格 のな い者 のし た入 札、 入礼 者に求

めら れる 義務 を履 行し なか った 者の した 入札 、そ の他 入札 に関 する 条件 に違 縦し

た入札は、無効と する。

１０　 その他

（１）手続き にお いて使ｍ する 言語 ‾瓦び通 貨は 日本語八 び日 本国 亟貨 とす る。

（２）入 札イＲｍＥを は免 除す る。

（３）契 おイＲｍＥを は契 約額 の１ ００ 分の １０ な上 の額 を翕イ才 する こと 。た だし 、一Ｆ

罵財務規則（ ９加 ５０ 年一 Ｆぢ規則 第１７倚）第 １３２条 第１ 項各 脣に 掲げ る担保

の提 供を もっ て契 約保 駅Ｅ をの 納付 に代 える こと がで きる 。ま た、 一や 獸「 財務規

則第 １３ １条 第１ 昜又 は２ そに 掲げ る場合は 、契 約Ｗ＝京Ｅを の納 付を 免除 する。

（４）本工事 は、 予定価格 を事後ぬ表と する こと。

（５）入 札時 に積 算の 内訳 （数 量、 単価 八びを額 ）を 獸ら かに した 工事 費内 獸害 （様

式第 ７号）を をけｉす るこ と。 工事費内訳書 と第 １回 目の入札書のを額 は一致さ

せる こと とし、一致しない場合は失格と なる こと。

なお 、入札と 回時に工事費 トり 訳書 をを ｍで きない場合は、も該入札に参加で

きないこ と。

（６）６ の書類に虚偽 の記載を した 者に 対し ては 、Ｆ営建設工 事に係る 指名 停止

等措置基準にＸづ き、 指名 停止 の措置を 行う こと があ る。

（７）条件付 一般競争入札参加 資格確認 申請 書提 ｍ者 には 、条件付 一般競争入札

参加資格確あ結果通知書を １２ 大１　１５ 日（火） まで に送付す る。

（８）３ の入 札参加資格を 満た して いる 者で あっ ても 、フＦｍ 又は 丐誠実な 行為が

あっ た場 合、 経営 状況 が著 しく 不せ全で ある と認 めら れる 場合等に あっ ては、

参加資格を認めな いこ とが ある。

（９）入札参加資格が ない と認 めら れた 申請者は 、条件付 一般競争入札参加 資格

確認結果 瓏知 害に より 自知 のあ った 日か ら１ ２　１　１８　日（ 木） まで の間 、書面

（様式任意） によ りそのを甄の説明 を求める こと ができる。

（１ ０） 現場 視察 八び説明 を希 望す る場合は 、申 し出 があ れば 随時 対応 する 。その

場合、１ 時間 を限度と する。



（１ １） その 他詳 細に つい ては 、一 ド叭教育 委員 会世 界遺 産課 が髱付す る条 件付一

般競 争入 札説 鴨書 ‾反び条 件付 一般 競争入札 心ヽ 得に よる。


